
小児科チェアマン会議

専門医制度の進捗状況について

２０１４年12月１４日（大阪）

中央資格認定委員会

有阪 治（獨協医科大学小児科）

・日本専門医機構の動向
・プログラム予備審査の経過と結果
・新制度での専門医資格の更新



●新しい専門医制度は“国民にわかりやすく、
専門医の質を保証できる制度”であることが

基本です。

各学会が結集し共通のルールのもとで、今まで以上に質の高い研修を行う
ことが求められる。

●これまでの制度との違いは、専門医制度の
透明性を保つために、従来、学会が認定

してきた専門医から、中立的な第三者機関
である日本専門医機構が審査、認定する専

門医に変わることです。

新しい専門医制度とは
一般向け説明



新しい制度でこれまでの制度と変わ
る点は大きく２つあります。

１つめは、小児科専門医資格を取得
するまでの研修の方法が変わること、

２つめは、取得した小児科専門医の
資格更新の基準が変わることです。

新しい専門医制度では
一般向け説明



・「専門医制度整備指針 第3版(2009年）」
（初期検討段階）

・「専門医制度整備指針 第4版（2013年5月）」

・「専門医制度研修プログラム整備指針（2013年7月）」

・「専門医制度整備指針(2014年１月）」

現在の日本専門医機構の前身である

日本専門医制評価・認定機構から示された指針

「専門医制度整備指針（第1版）２０１４年7月」

２０１４年５月に創設された

日本専門医機構から示された指針
20頁



新しい専門医制度のタイムスケジュールと研修プロ
グラム整備指針（大綱的なもの、ただし、順次修正
される）が決定されたことにより、各学会が行うべき

準備作業が専認構から提示された(2013年5月）

・整備指針にそって、各制度（各学会）での、研
修施設認定基準の整備とプログラム認定基

準案を策定すること
・各制度で、プログラム審査のための準備を開

始し、各制度内での予備審査を行うこと

各学会がすみやかに行うべきこと



2017年の新制度スタートに向けて、小児科学会
として前傾姿勢で準備作業を開始

葛西選手



日本専門医機構の動向
について



日本専門医機構

専門医制度整備指針
（第１版）
2014年7月



日本専門医機構内に組織された２つの部門
各領域（学会）から推薦され機構が承認した委員

１）基本領域専門医委員会………専門医認定・更新部門
有阪 治（獨協医科大学小児科） 委員長
井田 博幸（東京慈恵会医科大学小児科）
竹村 司（近畿大学病院小児科）
鈴木 康之（岐阜大学医学部医学教育開発研究センター）
小田 慈（岡山大学小児血液・腫瘍科）
金子 一成（関西医科大学小児科）

２）基本領域研修委員会………プログラム・研修施設評価認定・部門
井田 博幸（東京慈恵会医科大学小児科） 委員長
有阪 治（獨協医科大学小児科）
竹村 司（近畿大学病院小児科）
鈴木 康之（岐阜大学医学部医学教育開発研究センター）
小田 慈（岡山大学小児血液・腫瘍科）
金子 一成（関西医科大学小児科）



日本専門医機構の動向

① ８月１１日（出席者、有阪）
・19基本学会に、新専門医制度開始に向けての機構の方針を説明
・制度が改革されることを早く社会に知らしめたい !

② ８月１８日（竹村、鈴木、金子、小田、有阪、大林）
・19基本学会に、専門医制度整備指針（第1版）の趣旨・内容について説明

・研修施設(病院）群構築の基準なども説明

③ ９月１７日（有阪）
・機構が19基本学会に対して、整備指針を基にして、専門医制度整備基準を
早急に作成するように要請 (2014年12月中に機構の承認を受ける）

④ １０月１日（井田、鈴木、有阪、大林）
・小児科ヒアリング 新制度での資格更新の方針・基準に関して

⑤ １０月２４日（竹村、井田、鈴木、小田、金子、有阪、大林）
・小児科ヒアリング 小児科学会が作成した整備基準案を機構が一次審査

⑥ １２月２0日（有阪）

整
備
基
準
作
成
作
業

※機構から改善を求められた点を修正中

･19基本学会を招集 整備基準に関して
目標2014年12月完成



整備基準作成中



整備基準作成中



プログラムの最終承認に向けての作業

専門医制度整備指針
(第１版、2014年7月）

小児科専門研修整備基準
(54項目）の策定※

機構の承認を得る
(2014年12月末を目標）

小児科専門研修モデル
プログラム(最終申請書式）

を策定※

機構の承認を得る
(2015年1月中を目標）

基幹施設がプログラム
（学会予備審査用）を作成

基幹施設がプログラム
(機構に提出する最終書式）

を作成する
2015年3月末を目標

不承認

承認

2016年春 プログラム公開・専攻医募集の開始
2017年4月 新研修スタート

不承認

準拠して作成する

専門医評価認定機構(前身）

整備指針 ①2013年5月、②

2013年7月，③2014年1月

小児科専門研修モデル
プログラム案(申請書式）
中央資格認定委員会が作成

日本専門医機構が
正式発足
(2014年5月）

学会審査

機構審査

現在の作業
2014年１２月１4日

※生涯教育・専門医育成委員会、
試験運営委員会、中央資格認定
委員会による合同作業

2014年５月

承認



プログラム予備審査
の経過と結果について



専門研修基幹施設

専門研修連携施設

関連施設

基幹研修施設

関連研修施設

整備指針2014
1月27日

整備指針第４版
2013年 5月

・専門性や地域性からプロ
グラムに必要とされ、プロ
グラムを分担する総合施
設（医療倫理・医療安全な
どの管理組織があり、症
例検討会、 CPC、その他
の検討会が開催されてお
り、サイトビジットによる評
価認定を受ける）

・研修に必要な様々な施設

関連施設

小児科学会
2014年 2月

専門研修基幹施設

専門研修連携施設

関連施設

過去に専門医を輩出した実績
がある、専攻医のプログラム
を統括する総合施設

・専攻医のプログラムの一部を分担す
る施設

・リハビリセンター、各種センターなど
・離島診療所

、

研修支援施設（大学小児科、
小児総合医療施設、など）

基幹施設は、整備指針に定めら
れている、①施設基準を満たし、
②研修環境、指導体制、③専攻
医の評価体制を整えていなけれ
ばなりません。

研修施設群を構成する研修施設について(前回のチエアマン会議で説明）

専攻医のプログラムの
一部を分担する総合施設
（小児科学会の研修施設
施設基準を満たすが、専
門医の数は問わない））

過去3年間の専門医育成実績



プログラム予備審査作業
①６月１２日
②６月１８日
③６月２６日
④６月３０日

８月１日
臨時・中央資格認定専門委員会（担当理事出席） 予備審査結果の確定

８月２９日
プログラム予備審査結果の再確認、不適格プログラムに対するコメント
作成、地区委員会への発送

予備審査結果の地区委員会への説明
（委員長、担当理事、事務局が現地に赴く）

１０月１２日 中部地区（名古屋）
１１月 １日 近畿地区（大阪）
１１月 １日 東北地区（仙台）
１１月 ９日 九州地区（博多）
１１月１６日 北海道地区（札幌）
１１月１７日 関東地区（東京）
１１月２２日 中国四国地区（高知）

プログラム募集締め切り(2014年5月）

中央資格認定委員会
11月２９日

理事会承認

プログラム予備審査の過程



基幹施設・プログラムの予備審査の過程

Ⅰ. 中央資格認定委員会での判断

１. 研修施設群の妥当性
２. 基幹施設の評価
３. 研修環境の評価

４. 指導体制の評価

Ⅱ. 地区委員会での判断

Ⅲ. 中央資格認定委員会での最終判断・理事会の承認

Ⅳ. 専門医機構の評価認定部門に申請し承認を受ける

地域の実情に基づいたプログラムの必要性や、申請内容と実
態の乖離があるか、基幹施設として適正であるかを判断する



１．研修施設群の承認基準

１つのプログラムに基幹施設は原則として１施設である。

１）専門医研修基幹施設を中核「として、研修プログラムおよびカリキュラム
の一部を分担する専門研修連携施設を配置した研修施設群を構築して、
全ての領域の研修が行える専攻医循環型のプログラムとなっているか。

２）研修施設群を構築せずに単独施設としてプログラムを持つことも可能で
あるが、１施設で全ての領域の研修が行える研修環境が整っていること
が保証されなくてはならない。

３）プログラムが重なる場合、一部を共有する場合は、承認基準（図１）に
基づき判断する。

４）研修施設同士がお互いに基幹施設と連携施設の関係になることは認め
ない（図２、３）。



２. 基幹施設の承認基準

３）現行制度での研修支援施設（大学小児科、小児総合医療施設など）のうち、
専門医機構の整備指針を満たしている

１）専門医育成の実績がある（最近3年間）

２）総合医療施設である

４. 指導体制の承認基準

３.研修環境（症例の種類と症例数）の承認基準

２）基幹施設、連携施設での各領域の指導医は常勤医であること

１）基幹施設の指導医（卒後7年以上の専門医）数は５名以上であること

１）研修施設群を循環することにより、すべての領域研修ができる

２）単独施設であってもすべての領域の研修ができる



日本専門医機構から
示された研修施設群

構築の原則

・単独施設での研修は
好ましくない

・専攻医循環型が基本

・１プログラムに含まれる
基幹施設は１つ



A

B
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D

B

C
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△ 中間型（取り替え型/内包型）としてプログラムを不承認としない例外事項

（１） AとBが県をまたいでいる(→広範な地域をカバーするプログラムである）
（２） AとBが ”大学小児科” と ”小児総合医療施設”との関係（→それぞれが単独でも研修

が可能である）
（３） 一県からのプログラム申請数が少ない（３つ以内）場合（→地方では専攻医募集窓口が複

数あってよい）

A

A

B

C

D

B

E

F

A

連携施設

× 不承認 取り替え型/内包型

A

B

C

D

B

C

E

A

△ 中間型
例外事項で承認する

場合もある

プログラムＩ プログラムⅡ プログラムＩ プログラムⅡ プログラムＩ プログラムⅡ

基幹施設

（プログラムＩとⅡ独自性がない）

○承認 またがり型
(一部領域のカリキュラムを共有し、
それぞれの連携施設が異なる）

（プログラムＩとⅡに独自性がある）（プログラムＩとⅡは独自性に乏しい）

図１ プログラムが重なる際の承認基準



大学
基幹施設

大学
基幹施設大学

連携施設

連携施設

連携施設 連携施設

連携施設 基幹施設

連携施設 基幹施設

連携施設

プログラムⅠ プログラム
Ⅱ

プログラムⅢ

プログラムⅠ

× 不承認 内体重包型 基幹施設と連携施設が相互にプログラムを立ち上げている
×プログラムⅡ、ⅢはプログラムⅠのなかに内包されている
×プログラムⅠの中には基幹施設が３つ存在する

○ 承認 × プログラムⅡ、Ⅲは不承認

図３ 多重内包型



基幹施設
（大学小児科・子ども病院）

連携施設
(中規模病院

小児科）

専攻医募集
ができる

専攻医募集

連携施設
（大学小児科・子ども病院）

基幹施設
(中規模病院

小児科）

プログラムⅠ プログラムⅡ

× 不承認 内包型

・ 病院Aと病院Bがお互いに基幹施設、連携施設の関係にある
・ プログラムⅠ（Ⅱ）の中にプログラムⅡ（Ⅰ）が内包されている

病院 A 病院 A

病院 B病院 B

図２ 内包型



新制度における小児科
専門医資格の更新について



小児科専門医としての妥当な診療実績とは何か？

①専門医としての経験を証明する（診療実績など） ←更新にもっとも重要 !

教育研修実績を証明するもの
必修のもの： 医療安全、感染対策、医療倫理
望ましいもの：医師の教育に関するもの、医療事故・医療法政に関する事項、医療経済

（保健医療等）に関する事項、臨床研修・臨床試験等の関する事項、
EBMに基づく医療に関するもの、各診療領域に含まれる最新の情報、
日本医師会の生涯教育講習会

②専門医として受けた教育研修実績を示す

④５年間で取得すべき単位

③専門医としての適格性ー 知識と技能・態度（人間性や社会性を含む）が
備わっていることを証明する

職場の上司、同僚、などからからの評価？

学会・研究会および講習会・研修会への参加単位５年間で５０単位でよい（単位の意義が下がる）

学術業績（学会発表と論文作成など）は合計１０単位以内で加算できる

資格更新の新規準を作成しなければならない



目 内容

１ 診療実績あるいは
活動実績

１）勤務医 ５年間で経験した100症例の症例リストあるいは症例要約の提出

ただし、認定施設での専門研修指導医としての指導実績は上記として認める
(ただし、新制度での資格更新を最低1回経ているものが新制度での指導医の資格を持つ）

２）開業医 ５年間で経験した100症例の症例リストあるいは症例要約の提出

３）その他の専門医（保健所勤務など） ５年間の小児科専門医としての活動実績を自己申告する

２ 教育研修実績
(講習会、研修会）

・受講が必須なもの
①医療安全研修 受講証の提出 あるいは e-Learning聴講の証明
②感染対策研修 受講証の提出 あるいは e-Learning聴講の証明
②医療倫理研修 受講証の提出 あるいは e-Learning聴講の証明

５年間で①、②、③を各１回以上受講すること （1時間1単位）
・受講が望ましいもの
医師の教育に関するもの、医療事故・医事法制に関する事項、医療経済（保健医療等）に関する
事項、EBMに基づく医療に関するもの、各診療領域に含まれる最新の情報、日本医師会の生涯教
育講習 （1時間1単位）
・上記以外の講習、研修会（1時間1単位)

３ 学術業績 学会発表（発表者である）を記載する(1単位）
論文発表（筆頭著者である）を記載する（2単位）

４ 更新のために必要な知識
（各領域専門委員会が明示）

専門医の更新に必要な知識の確認 セルフチェックでよいらしい

５ ５年間での単位獲得につい
て

中央資格認定委員会が、学会集会や研究会へ付与してきた単位は用いられない
①研修会・講習会への参加単位（１時間１単位）
②学会発表（本人）
③学術論文（著者）

①＋②＋③で５年間で５０単位あればよい（ただし、②＋③で１０単位を越えないこと）

６ 技能、態度が一定レベル以上で
あることを示す試験でない評価

現場での観察による評価が望ましい

小児科専門医資格更新規準（案） （機構ヒアリング後） 2014  10 現在
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・プログラムの変更、中断など
・連携施設の変更、辞退、取り消し
・専攻医の事情（妊娠出産、子育て、病気、留学などによる
研修の中断

● 専門医認定に際して：
専攻医のプログラム継続が困難となる事態

● 専門医更新に際して：
専門医としての診療実績が５年間のうち、一部期間途切れた
場合（これまでの単位制であれば、単位を取り戻すことが可能であった）

認定、更新の障碍となる様々状況、事態を想定し、救済、猶予措
置等を考えなければならない



制度移行期において発生する更
新・認定における題点

機構の考え 小児科学会の対応

１ 旧制度の専門医
①〜⑤

２０１５〜２０１９年の期間での専
門医の更新

機構からの要請：
２０１５年から、できるだけ新基準
で更新審査を行ってほしい

問題点：旧制度の専門医を、新
制度の新基準で更新認定をする
こと

１）更新時期に新基準を満たす場合
→新制度での専門医として認定（機構が更新
証書発行）
２）更新時期に新基準を満たさない場合
→①新基準未達分を満たす間まで更新を猶
予する
→②一定の評価基準案を学会が作成し、そ
の基準が機構で認められれば、新基準で更
新することができる（機構が更新証書発行）
→③更新時期を前倒して更新認定を受ける
ことができる（指導医を確保するための応急
処置（指導医は１回以上更新を済ませている
ことが望ましい）

２ 旧制度の
後期研修医

⑥〜⑩

２０１５〜２０１９年における専門
医認定

問題点：旧制度で研修を受けた
後期専門医を新制度の規準で専
門医に認定することができる？

旧制度による学会認定の専門医 として
認めるが、その認定基準は可能な限り、
新制度の基準に近づけてほしい

３ 旧制度の
後期研修医

⑨、⑩

問題点：何らかの理由（妊娠、留
学等々）で研修を一時中断したた
めに、２０１８年、２０１９年に専門
医認定を受けられなかった（専門
医試験を受験できなかった）場合

・旧制度で研修した後期研修医⑨、⑩は
２０２０年から実施される新規準での認定
資格を持たない（受験資格がない）。
・２０２０年からの専門医認定基準（受験
資格など）に多様性を持たせてはどうか

４ 旧制度での２０１８
年あるいは２０１９
年の専門医試験に
不合格になった後
期研修医（⑨、⑩）

問題点：２０２０年からの新しい専
門医試験の受験資格がない

・２０２０年からの専門医認定基準（受験
資格など）に多様性を持たせてはどうか

Ⅱ. 旧制度から新制度への移行期に発生する、更新・認定にかかわる問題と対応４



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

新制度の基準が適応される本来旧制度の基準
が適応される期間

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

１

小児科専門医（新制度）

②

更新

更新

更新

更新

更新



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

２

小児科専門医（新制度）

②

新規準で更新

＿

新規準で更新し、
機構から専門医認
定証を発行したい
(機構の考え）

本来旧制度の基準
が適応される期間 新制度の基準が適応される

新規準で更新

新規準で更新

新規準で更新

新規準で更新



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

３

小児科専門医（新制度）

②

×
××

不合格

不合格

旧制度での試験に不合格
の場合、新制度の受験資
格はない(⑨、⑩は、⑪と
一緒の受験はできない）。
→学会の専門医試験を受

験していったん学会専門医
になり、５年後の更新時に
機構認定専門医になる

旧制度の基準が
適応される期間

新制度の基準が適応される



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

４

小児科専門医（新制度）

②

中断

中断 中断

何らかの事情による旧制度の後
期研修の中断があり、旧制度最
後の専門医試験（2019）を受験で
きなくなった場合
→①学会がこれらの受験生を救
済するために、2020年以降も引
き続き学会としての旧制度専門
医試験を実施する（合格5年後の
更新時に認定機構専門医にな
る）
→②正当な理由による中断であ
れば、実質的な後期研修期間（3
年）が不足していても、2019年の
最後の学会専門医試験を受験さ
せる。

旧制度の基準が
適応される期間

新制度の基準が適応される



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

５

小児科専門医（新制度）

②
2024年以降は旧制

度の小児科専門医
は存在しない（認め
られない）

最後の旧制度の
小児科専門医

旧制度の基準が
適応される期間

新制度の基準が適応される



2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2０20 2021 20232008 2022 2024 2025 2026 2027 2028

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

新制度の基準が適応される旧制度の基準が適
応される期間

⑪
新制度で開始す
る最初の専攻医
(現在、医学部６年生）

初期研修

後期研修(旧制度）

専攻医研修(新制度）

小児科専門医（旧制度）

６

小児科専門医（新制度）

②

更新

更新

更新

更新

更新

中断

中断 中断

５年毎の専門医の更新に
障碍がある場合

正当な理由（病気療養・
出産育児・留学・行政機
関へ出向など）により、更
新のために必要な実績
（診療実績）を提出できな
い場合への対応を考える



新専門医制度開始へ向けての
タイムスケジュール

平成２６ (２０１４）年 小児科学会によるプログラム予備審査

平成２８ (２０１６)年4月
２年目の初期研修医にプログラムを提示し、専攻医の募集を開始する

平成２９ (２０１７)年４月
プログラムに基づいた専攻医の研修開始

平成３２ (２０２０)年 新制度での第1回目の小児科専門医の認定

7

全プログラムに対する
サイトビジットの実施

平成２７年（２０１５）年 日本専門医機構によるプログラム本審査

プログラムが承認された場合



小児科専門医は子どもの総合医です

ご清聴ありがとうございました


